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初
期
殖
産
興
業
政
策
論

1
廃
藩

置
県
以
前
の

通
商
司
と

工

部
省

千

田

稔

序
-
問
題
の

所
在

廃
藩
置
県
以

前
の

殖
産
興
業
政

策
(

以

下
､

殖
興
政
策
と

略
)

に

就
い

て

の

通
説
は

､

商
法
司

･

通
商
司
政
策
が

主
軸
で

あ
っ

た

と
い

う
見
解
で

あ

る
｡

そ

し
て

そ

れ
と

廃
藩
置
県
と
の

関
連
に

就
い

て

は
､

①
廃
藩
置
県

を

境
と

す
る

政
治
的
経
済
的
条
件
の

相
違
が

殖
興
政
策
の

具
体
的
展
開
を

異
ら
し

め

る

と
の

事
か

ら
､

そ

れ

を

廃

藩
前
の

経
済
政
策
と

位
置
づ

け
､

そ
れ

以

後
に

は

官
営
工

場
方
式
が

新
規
推
進
さ

れ

ゆ

く
と

な

す

臥
鮎
､

㊤

さ

ら
に

通

商
司
政
策
の

破
綻
が

新
経
済
政
策
の

推
進
の

必

要
前
提
と

し
て

(

2
)

廃
藩
置
県
を

必

然
化
せ

し

め
た

と

す
る

見
解
が

あ

る
｡

然
し

､

前

者
見
解

で

ほ

必

ず
し

も

両
者
の

関
連
が

論
理

的
に

明
確
で

あ

る

と
は

言
え

ず
､

し

か

も

廃
藩
前
に

は

既
に

工

部
省
主
軸
の

生

産
面
殖
輿
政
策
も

か

な

り

展
開

し
て

い

た
の

で

あ

る
｡

従
っ

て
､

本
小

稿
は

､

工

部
省
を
も

視
野
に

含
め

た

廃
藩
前
に

お

け
る

殖
興
政
策
の

展
開
過
程
の

再
検
討
に

依
り

､

殖
興
政

策
の

始
期
の

実
態
を

明

確
化
し
て

､

後
者
見
解
に

対

し

て

廃
藩
置
県
の

必

然
性
の

再
吟
味
の

展
望
を

得
る

事
を

目
的
と

す
る

｡

(

1
)

原

田

三

善
雄

｢

殖
産

興
業

政

策

研

究
の

当

面

す

る

課

題
+

『

社

会
経

済

史

学
』

(

以

下
､

社

経
と

略
)

､

二

九

巻
一

号
｡

軸
木

学

｢

兵

庫

商
社

と

維
新

政

府
の

経
済
政

策
+

『

社

経
』

､

三

五

巻
二

号
､

四

頁
｡

等
｡

(

2
)

丹
羽

邦

男

『

明

治

維

新
の

土

地

変
革
』

｡

一

流
通
面
殖
産
興
業
政
策
-
通
商
司

大
久
保
政
権
の

成
立
に

至
る

ま
で

殖
興
政
策
の

推
進
主
体
は

､

未
だ

政

府
内
で

の
一

分
派
に

過
ぎ

ぬ

大
隈
ら

絶
対

主
義
官
僚
層
に

限
ら

れ
て

い

た
｡

殖
興
政

策
は

､

外
国
の

貿
易

･

産
業
資
本
の

排
除

･

阻
止

企
図
を

直
接
契

機
に

彼
ら
に

依
っ

て

二

年
か

ら

三

年
に

開
始
さ

れ

る
｡

ま

ず
､

外
国
貿
易
資
本
の

排
除
に

よ

る

流
通
面
で

の

殖
興
意
図
は

通
商

司
政
策
に

体

現
さ

れ
､

大
隈
ら
は

そ

の

基
軸
的
な

担
当
者
に

三

都
巨
商
層

を

設
定
す

る
｡

幕
末
以

来
綿
業
中
心

の

小
ブ

ル

ジ

ョ

ア

的
発
展
を

基
砥
と

し

開
港
に

よ

り

拍
車
を
か

け

ら
れ

て

困
窮
状
態
に

陥
っ

て

い

た

三

都
巨
商

層
は

､

た

め

に

生

産
者
を

末
端
包
摂
し

外
圧

対

応
的
な

新
た

な

質
の

全

国

流
通

機
構
を

掌
握
し

て

起
死
回

生

を
は

か

る

必

要
が

あ

り
､

彼
ら

白
身
に

も

そ
れ

を

受
け
入

れ

る

根
拠
が

あ
っ

た
｡

か

か

る

相
互

補
完
関
係
は

､

既
に

元
年
着
手
の

由
利
商
法
司
政
策
に

端

緒
的
に

形
成
さ
れ

て

い

た

所
で

あ
る

｡

こ

れ

は
､

株
仲
間
解
散
と

冥
加
金

徴
収
廃
止
に

よ

り

領
主
規
制
を

排
除
し

て

各
地
に

新
政
府
統
制
下
の

商
法

会
所
を

設

置
し

､

こ

れ

を

通

ず
る

金
札
の

農
商
強
制
貸
付
け
の

引
当
と

し

て

諸
藩
物
産
を

独

占
的
に

集
収
し

(

元
年
五

月
商
法
大
意
)

､

以

て

当

面

5

す
る

極
度
の

財
政
窮
乏
を

打
開
し

て

財
漁
確
保
を

意
図
す
る

も
の

だ
っ

た
｡

戯
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(

1
)

結
局

､

政
府
の

諸

藩
統
制
力
未
熟
に

基
因
す

る

金
札
流
通
の

停
滞
と

商
法

(

2
)

会
所
の

設
置
不

能
と
に

依
り

破
綻
す
る

が
､

同
時
に

そ
れ

が

必

ず
し

も

明

碇
に

外
資
排
除
方

針
を

帯
び

る

も

の

で

な

か
っ

た

点
も

顧
慮
さ

れ

ね

ば

な

ら
な
い

｡

確
か

に

元

年
関
四

月
に

生

糸
輸
出
統
制
を

企
て

(

『

法
令
全
書
』

元

年
)

､

大
阪

･

神
戸

･

横
浜
各
所
で

は

洋
銀
の

獲
得
意
図
か

ら

生

糸

貿

(

3
)

易
に

従
事
し
て

は
い

る

が
､

前

者
は

単
に

武
器
購
入

代
金
の

一

時
的
捻
出

策
に

過
ぎ

ず
(

『

由
利
公
正

伝
』

一

七

七

頁
)

､

後
者
は

神
戸
の

み

既
に

商

法
司
と
は

別
に

設
置
さ

れ

て

い

た

貿
易
商
社
だ

が

い

ず
れ

も

外
商
と

の

対

(

4
)

抗
企
図
を

も

た

ぬ

居
留
地

貿
易
で

あ
っ

た
｡

故
に

こ

そ
､

諸
藩
は

勝
手
に

(

5
)

(

6
)

開
港
場
に

進
出
し

て

外
国
貿
易
を

試
み

た

り
､

三

井
･

岡
田

(

大

阪
)

ら

が

外
商
の

｢

手

術
+

｢

商
策
+

を

指
摘
し

て

そ
の

対

策
を

政
府
に

要

請
し

或
は

具
体
的
に

貿
易
商
社
の

設
置
を

提

案
し
た

の

で

あ

る
｡

全
国
流
通
網

の

混
乱
が

外
国

貿
易
に

依
り
一

層
激
し

く

撹
乱
さ
れ

た

事
を

考
慮
す
れ

ば
､

か

か

る

外
圧

面
で

の

具
体
的
方

針
を

欠
く

商
法
司
政
策
の

無
力
は

そ

の

点

に

お

い

て

姶
か

ら

決
定
的
だ
っ

た

と

旦
一己
え
る

｡

そ
れ

に

対
し

､

大
隈
ら

推
進
の

通

商
司
政
策
ほ

､

外
国
貿
易
を

横
杵
と

す
る

重

商
主
義
的
な

資
本
蓄
積
企
図
を

明

確
化
L

マ

始
か

ら
｢

貿
易
事

務
一

切

管
轄
+

(

『

明

治
財
政
史
』

十
二

巻
､

三

二

九

頁
)

方

針
下
に

諸
藩

貿
易
会
所
を

開
港
易
か

ら

締
出
し

､

さ

ら
に

通
商
会
社
を

外
国
貿
易
の

独

占
掌
握
機
関
と
し

て

直
輸
出
を

意
図
し

た

(

通
商
会
社
規
則
二

二

条
･

為

(

8
)

替
会
社
規
則

一

九
条
)

｡

こ

れ
は

､

外
商
排
除
に

依
る

三

都
巨

商

層
の

高

利
潤
獲
得
衝
動
に

照
応
し
っ

つ

も
､

外
資
へ

の

大

隈
ら

官
僚
層
の

強
硬
態

度
に

基
づ

く

も
の

で

あ

る
｡

彼
ら

は

強
大
な

権
限
を

背
景
に

巨
商
を

外
商

と

の

対

抗
基
軸
に

設
定
し

積
極
的
な

指
導
統
制
を

実
施
し

た
｡

通
商
司

･

為
替
会
社
自
体
が

彼
ら

の

発
起
で

あ

り
､

し

か

も

巨

商
層
を

会
社
首
脳
に

描

任
命
し
て

官
僚
化
す
る

事
に

依
り

運
営
上
で

大
隈
ら
の

指
導
性
が

発
揮
さ

れ
る

様
に

な
っ

て

い

た
の

で

あ
る

｡

例
え

ば
､

五

代
は

自
ら

起
草
し

た

生

糸
直
輸
出
論
を

三

井
ら

通
商
頭
取
を

し
て

政
府
へ

提

出
せ

し

め

て

い

る

(

『

五

代
友
厚
伝
』

二

三
一

頁
)

｡

強
大
な

外
資
と

対

抗
す
べ

く

国

内

商

業

資
本
の

｢

合
併
+

-
一

大
商
社
設
立
を

捷

案
し
た

三

野
村
｢

通
商
会

社
規

則
伺
案
+

(

『

大
隈
文
書
』

A
一

〇
三

五
)

･

｢

商
人
へ

の

申
諭
吉
+

(

『

同
上

書
』

A
一

〇
三

八
)

に

就
い

て

も

同

様
な

事
が

推
定
し

得
る

｡

こ

の

貿
易

(

9
)

方
針
は

一

応
は

一

部
地

方
商
人
に

迄
浸
透
し

た
｡

然
し

､

そ
れ

を

安
政

条
約
違
反
と

す
る

外
商
の

抗
議
に

直
面
し
て

三

年

三

月
に

は

外
国
貿
易
の

独

占
条

項
ほ

廃
棄
さ

れ
､

終
に

僅
か

一

年
に

し

て

通
商
司
の

骨
幹
は

喪
失
し

た
｡

通
商
司
政
策
は

､

既
に

流
通
過
程
掌
握
が

政
府
直
轄
地
中
心
の

部
分
的
な

流
通
機
構
に

限
定
㌢

鵡
､

し

か

も

外
国
貿

(

11
)

易
を

含
む

諸
藩
流

通
掌

慧
び

横
浜
通
商
A

蒜
を

除

き

農

民

経

済
の

把

(

13
)

握
･

在
郷
商
人

層
の

抑
制
に

ほ

依
然
と

し
て

ほ
と

ん

ど

無
力
を

露
呈

し
て

い

た

が
､

こ

れ
で

そ

の

失
敗
を

決
定
的
た

ら
し

め

三

年
後
半
期
に

は

事
実

(

14
)

上

機
能
停
止
に

陥
る

に

至
っ

た
｡

か

く
て

破
綻
す

る

通
商
司
政
策
ほ

､

廃
藩
置
県
に

対

し
て

如
何
な
る

意

義
を
も

つ

事
に

な

る

か
｡

新
政
府
は

旧

徳
川

領
八

百

万

石
を

管
轄
す

る
一

封
建
領
主
に

過
ぎ

ず
､

幕
藩
体
制
は

依
然
と

し
て

存
続
し

て

お

り

(

=

朝

落

体

制
)
､

従
っ

て

商

品
流
通
も

幕
藩
制
的
な

市
場
条
件
下
の

そ

れ

と

略
同

一

で

あ
っ

た
｡

故
に

未
だ

諸
藩
統
制
面
で

は

中
央
政
権
と

し
て

の

実
を

も

た

ぬ

新
政
府
が

幕
藩

体

制
の

支
配
権
力
た

る

に

は
､

基
本
的
に

は

流
通
拠
点

の

掌
握
に

よ
る

諸
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国
経
済
の

統
制
可
能
な

幕
藩
市
場
構
造
の

特
質
(

長
野
選
｢

幕
末
期
に

お

け
る

市
場
構
造
に

つ

い

て
+

『

歴
史
学
研
究
』

三
二

四

号
)

に

規

定
さ

れ

て

三

部
開
港
場
を

掌
握
す
れ

ば

可
能
で

あ
っ

た
｡

故
に

通
商
司
政
策
も

実

体
を

欠
く

新
政
府
に

は

か

か

る

経
済
面
で

の

実
質
的
な

諸
藩
統
制
と

な

り

ゆ

く
も

の

だ
っ

た
｡

だ

が
､

そ

れ

は

金

札
流
通

促

進
策
と

共
に

藩
財
政
窮

乏
で

弱
体

化
し
っ

つ

あ
っ

た

個
別
領
有
権
を
一

層
減
殺
す
る

も

の

と

し
て

一

定
度
合
で

作
用
し
た

で

は

あ

ろ

う
が

､

そ
の

失

敗
は

､

領
有
制
の

存
続

下
で

は

流
通
面
で

の

殖

興
政
策
が

不

可
能
で

あ

る

事
を

示
し

た

と

同
時
に

､

も

ほ

や

現
体

制
下
で

ほ

統
一

権
力
に

も

な

り

得
ぬ

事
を

明
ら
か

に

し

た

と

言
え

る
｡

さ

ら
に

こ

の

点

を

通
商
司
政
策
の

基
軸
的
な

担
当
者
た

る

政

商
の

視
点

よ

り

考
察
し
て

み
よ

う
｡

幕
藩
巨
商
層
は

､

領
主
収
奪
物
の

商
品
化
及
び

小

農
再
生

産
維
持
の

商
品
生

産
･

流
通
に

基
づ

く

幕
藩
市
場
を

展
開
基
盤

と

し

て

莫
大
な

利
潤
を

抽
出
し

て

い

た
｡

だ
が

幕
末
期
の

市
場
混

乱
に

よ

り
､

彼
ら

は

蓄
積
基
盤
を

喪
失
し

て

急
激
に

困
窮
化
し

て

い

っ

た

が
､

か

か

る

窮
迫
巨

商
層
に

起
死
回

生

手
段
を

付
与
す

る

筈
だ
っ

た

通

商
司
政

策

の

失
敗
ほ

､

彼
ら
を

流
通

面
殖
典
故

策
に

よ

り

外
圧

対

抗
の

方

向
規
定
性

を

帯
び

た

商
人

資
本
と

し

て

育
成
す

る

に

は

領
有
制
廃
棄
を

前
提
と

し
た

新
蓄
積
基

盤
を

提
供
す
る

必

要
の

あ
っ

た

事
を

意
味
す
る

｡

そ

れ

ほ
､

確

か

に

巨
商
層
は

当
政
策
に

依
り

政
商
と

し

て

の

発
展
方

向
を

確
定
し
は

し

(

15
)

た

が
､

未
だ

政
商
資
本
の

運
動
形
態
の

特
質
を

規
定
す
る

新
蓄
積
基
盤
を

得
る

に

は

至

ら
ぬ

か

ら
で

あ

る
｡

蓋
し

､

政
商
資
本
と

は
､

た

ん
に

そ
の

運
動
方
向

が

外
圧
に

対

抗
す
る

た

め
に

貨
幣
元
本

溜
頗
を

他
律
的
に

産
業

資
本
に

転
化
す
べ

く

定
め

ら

れ

て

い

る

ば
か

り
で

な

く
､

さ

ら
に

領
有
制

廃
棄
を

前
提
と
し

た

新
た

な

質
の

全
国
的
流
通
過
超
掌
握
を

基
軸
と

な

す

｢

明

治
政
府
に

よ

る

広
汎
な

経
済
活
動
の

舞
台
+

(

柴
垣

『

分
析
』

)

を

新

(

1 7
)

蓄
積
基

盤
と

し
て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

通
商
司
政
策
の

失
敗
は

､

以

上
の

如
く

､

新
流
通

面
政

策
或
は

政
商
の

(

18
)

新
蓄
積
基
盤
の

必

要
を

提
示
し

､

諸

藩
経
済
の

統
制
困
難
へ

の

焦
慮
を

増

幅
せ

し

め
た

で

は

あ

ろ

う
が

､

か

か

る

必

要
や

焦
慮
が

廃
藩

置
県
を

早
急

に

必

然
化
せ

し

め
た

と

は

言
い

難
い

｡

こ

れ

ら
を

そ
の

副
次
的
諸
契
機
と

し
､

藩
財
政
窮
乏
に

基
づ

く
一

定
度
の

個
別
領
有
権
弱
体
化
を

そ
の

前
提

条
件
と

し
つ

つ

も
､

廃
藩
置
県
は

､

次
述
の

如
き
二

部
省
の

資
本
制
移
植

策
を

主
軸
と

す
る

生

産
面
殖
興
政
策
の

推
進
を

規
定
因
と

な

す

財
政
危
機

へ

の

対

処
を

主
導
契
機
と

し
､

従
っ

て

廃
藩
置
県
は

何
よ

り

も

そ
の

対

拠

た

る

財
源
確
保
の

必

要
前
提
と

し
て

不

可
避
だ
っ

た

の

で

あ

る
｡

(

1
)

｢

紙

幣

整

理

始
末
+

『

明

治

前

期

財
政

経

済

史

料

集

成
』

(

以

下
､

史
料
集
成

と

略
)

一

一

巻
､

一

八
四

頁
｡

岡

田

俊
平
｢

金

札

流

通

状

況
の

探
索

書
に

つ

い

て
+

『

経

済

研

究
』

一

〇
､

一

一

号

等
｡

(

2
)

森
田

武

氏

(

｢

直

轄
県
に

お

け

る

明

治

政

府
の

経

済
政

策
+

『

歴

史
学

研
究
』

〔

以

下
､

歴

研

と

略
〕

三

五

九

号
)

ほ

福

島
･

白

河

両

県
の

実
証
に

基
づ

き

政

府

直

轄
地

の

商
法

会

所

創
設
を

主

張
｡

が
､

こ

の

拡

張
類
推
解

釈
に

は

疑
義

｡

(

3
)

大

阪
-
｢

明

治
二

年
一

月
至

九

月

出
納
計

算
表
+

『

大

隈

文

書
』

A

三

三

三

九
｡

横

浜

-
｢

去

辰

十
二

月

当

己

正

月

中

勘

定

帳
+

『

同

上

書
』

A

三

二

八

六
｡

神

戸

-
新

保

博

『

日

本

近

代

信

用

制

度
成
立

史
論
』

､

一

五

四

頁
｡

■7

(

4
)

間
宮

国

夫

｢

明

治

初

年
に

お

け

る

商
法

司

政

策

の

展

開
+

『

社

曲
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会
科

学

討
究
』

一

一

巻
三

号
｡

(

5
)

二

年
二

月

｢

貿
易

商
社

規

則

案
+

『

大

隈

文

書
』

､

A
一

〇
二

二
｡

(

6
)

二

年
二

月

｢

洋
銀

取

入
に

付

茶

種

紙

生

糸

見

込

書

付
+

『

大

隈

文

書
』

､

A

三
一

一

八
｡

(

7
)

二

年
六

月

府

達

｢

大

蔵

省
沿

革
誌
+

『

史

料

集

成
』

二

巻
､

二

六

〇

頁
｡

(

S
)

幕

藩
制

的

基

盤
で

展

開

す
る

全

国
流

通

網

掌
握
策
と

の

同

質
性

を

前
提

し

た

上
で

の

商
法

司
と

通

商
司

と
の

差

異
に

就
い

て
､

丹
羽

前

掲
書

･

加

藤
幸
三

郎

｢

明

治
初

年
に

お

け
る

領
有

制
解
体

過

笹
の

特

質
+

(

｢

経
済

学

論
集
+

八

号
､

三

二

頁
)

も

外

的

契
機

を

指

標
と

な

す
の

に

対

し
､

新
保

博
｢

維
新
期
の

商
業

･

金

融
政

策
+

(

『

社

経
』

二

七

巻
五

号
)

は

地

方

商
社

統

轄
､

小

岩

信

竹

｢

明

治

初

年
に

お

け

る

金

札

時
価
回

復

政

策

と

諸

藩

領

主

権
の

中

央
統
轄
過

程
+

(

『

土

地

制
度

史
学
』

五

四

号
)

は

金

札

流

通

性
に

求
め

る
｡

(

9
)

二

年
八

月

日

野

通

商

社
口

演

(

高

橋
久

一

『

明

治

前

期
地

方

金

融
機
関
の

研

究
』

二
一
二

頁
)

｡

(

1 0
)

政

府

直

轄
地

の

編
入

事

例
に

は
､

石

巻
商

社

(

高

橋
前

掲

書
､

六

八

頁
｡

加

藤
前

掲

論
文
)

･

新

潟

通

商
司

出

張

所

(

『

新
潟

県

史
』

一

八
一

頁
)

･

大

阪
府

寒

天

商
社

(

新
保

前
緒

論

文
)

･

東

京

通

商
会

所
(

『

大

隈
侯
八

十
五

年
史
』

四

八

頁
)

｡

猶
､

新
保

氏
の

石

巻
事
例

の
一

般

化
は

無
理

｡

こ

の

点
ほ

､

杉
山

和

庫

｢

金

融

制

度
の

創
設
+

(

『

日

本

経
済

史
大

系
5

近

代
上
』

一

八

六

頁
)

参

照
｡

(

1 1
)

･
彦
根

融

通

会

社
･

生

産

局
､

高

橋
前

掲

書
｡

外
に

土

佐
商

会
･

岡
山
生

産

商

社

等
｡

(

1 2
)

原

司

郎

『

明

治

前
期

金

融

史
』

〓
～
八

六

頁
｡

(

1 3
)

｢

仲

間

組
織

厳
敷
申

合
+

(

通

商

会

社

規
則
)

･

｢

一

同

評

議
の

上

身

元

取
調
+

(

為
替

会

社

規
則
)

と
の

旧

来
商
組

織
依

存

や
､

｢

従

来

諸

国

農

商
よ

り

直
に

当

府

下

商
人
へ

通

商
い

た

し

来
り

侯
諸

晶
は

､

是
迄
の

通

勝

手
に

積

送

り

侯
て

も

不

苦

侯
+

(

｢

諸

府

県

藩

租
税
品

売

捌
会
社

諸

国

物

産
会

社

規
則
+

『

明

治

文

化

全

集
』

第

九
､

四

八

五

頁
)

と
の

許

容

方

針
は

､

新
興

在
郷

商
人

層
の

把

握
不

能
を

示

し

て

い

る
｡

(

1 4
)

三

年
七

月
に

は

渋
沢
に

通

商
司

跡

始

末
が

指
令
(

白

石

喜
一

郎

『

渋

沢

栄
一

翁
』

一

九
二

頁
)

｡

≠息9

(

1 5
)

中

村
尚

美
｢

+

明

治

初

期
の

経

済
政

策
+

『

史
学

荘

誌
』
､

六
八

巻

一

号
｡

(

1 6
)

こ

の

点

は
､

研
』

二

四

〇

号
)

(

1 7
)

加

藤
幸
三

郎
大

石

嘉
一

郎
｢

維
新

政

権

と

大

隈

財
政
+

(

『

歴

を

も

参
照

｡

｢

政

商
資
本

の

形

成
+

『

日

本

経
済

史
大

系
5

近

代

上
』

等
｡

(

1 8
)

杉
山

和
凍

｢

地

租
改

正

期
の

金

融

問

題
に

か

ん

す

る

覚

書
+

『

金

融

経

済
』

八

五

号
､

一

五

頁
｡

〓

エ

業
面
殖
産

興
業
政
策
-
エ

部
省

大
隈
ら

は
､

前

項
で

み
た

通
商
司
政
策
の

推

進
と

並

行
し

て
､

外
国

産

業
資
本
の

排
除
を

実
機
に

エ

業
移
植
政
策
に

も

着
手
し

て

い

た
｡

二

年
八

月
に

は

民

蔵
合
併
し

､

こ

の

急
進
的
な

政
策
を

推
進
す
る

拠
と

し

て

彼
ら

ほ

太
政
官
を

凌
ぐ

強
大
な

権
限
を

獲
得
す
る

｡
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一

い

一
-
一

ノ

ノ ■

ま

ず
当
期
に

お

け
る

工

業

育
成
策
の

最
重
点
項
目
た

る

鉄
道
か

ら

検
討

す
れ

ば
､

そ

れ
が

恰
好
な

植
民

地

的
な

投
資
対

象
だ
っ

た

事
か

ら
､

幕
末

以

来

警
日

本
は

外
資
の

鉄
道
敷
設

請
願
に

直
面
し

て

い
(

出
｡

幕
府
が

ボ

ル

ト

メ

ン

代
理
の

米
国
資
本
に

敷
設

免
許
を

下
付
し

た

た

め
に

､

維
新
政

府
は

始
か

ら

そ
れ

を

如
何
に

処
理

す
る

か

に

主
要
関
心

を

傾
注
し

た
｡

こ

の

外
資

侵
入

を

挫
折
せ

し

め

た

の

が

大

隈
ら

絶
対

主
義
官
僚
層
で

あ
る

｡

彼
ら
は

未
だ

鉄
道
の

経
済
的

･

殖
典
的
機
能
の

具
体
的
な

認

識
を

も
つ

事

も

礼
㍑

三
年
二

月
に

自
国
管
轄
方

針
を

新

車
何
に

確
定

む
､

一

一

月

に

は

そ

の

導
入

を

決
定
せ

し

め

た

(

『

広
沢

兵
臣
日

記
』

三

〇
頁
)

｡

建
設

巨
費
を

英
国
借
款
と

し
た

事
か

ら
､

以

後
鉄
道
導
入

を

め

ぐ
り

弾
正

台
･

前
原
ら

領
主
階
級
か

ら

激
し
い

非
難
を

浴
び

る

事
に

な
っ

お
､

大
隈
ら

ほ

却
て

そ

の

自
己
の

｢

成
敗
+

(

『

大
隈
伯
昔
日

讃
』

四

〇
七

頁
)

を

賭
し

た

過
寝
で

絶
対

主
義
官
僚
と

し
て

の

性
格
を

漸
次
明
確
化
し
っ

つ

未
知
な

る

鉄
道
の

殖
興
的
機
能
の

重

要
性
を

把
握
し
て

ゆ
く

事
に

な
る

｡

か

く

て
､

既
に

一

部
で

は

商

串
流
通

促
進
と

貿
易
臥
則
の

両
機
能
が

指
摘
さ
れ

て

は

(

5
)

い

た
が

､

三

年
三

､

四

月
に

大
隈
ら
は

鉄
道
を

｢

富
強
の

基
礎
+

･

｢

腰
富

釦
㌣

と

漸
く
に

認
識
す

る

に

至
っ

た
の

で

あ
る

｡

か

か

る

認
識
下
に

､

英
国
の

如
き

産
業
革
命
の

結
果
と

し

て

の

市
場
の

再
編
統

一

要

請
や

独
逸

の

如
き

異
質
地

帯
の

連
結
要
請
等
に

裏
打
ち

さ
れ

る

事
な

く
､

と

ま
れ

外

国
貿
易
に

触
発
さ

れ

て

顕
著
な

商
品

流
通
の

展
開
し

て

い

た

開
港
湯
路
線

(

京
浜
間

･

京
阪
間
)

か

ら

敷
設
が

着
手
さ

れ
た

｡

対

外
要
衝
地
で

の

建

(

8
)

設
自
体
が

外
圧
対

時
的
な

側
面
を

帯
び

ゆ

く

も
の

だ

と

は

言
え

､

こ

う
し

て

鉄
道
敷
設
は

局
地

的
な

が

ら
も

貿
易
市
場
的
な

要
請
に

裏
打
せ

し

め

ら

れ

て

確
実
な

収
益
が

配
慮
さ

れ

て

い

た
｡

既
に

軍
事
機
能
の

指
摘
も
あ
っ

た
が

､

現
実
に

は

未
だ
か

か

る

機
能
を

敷
設
基
調
と

し
て

い

た

点
は

注
目

(

9
)

す
べ

き

で

あ

る
｡

三

年
六

月
に

は

幹
線
調
査

が

開
始
さ

れ
た

が
､

財
政
的

事
情
か

ら

延
期
さ

れ

ざ

る

を

得
な
か

っ

た
｡

電
信
の

場
合
も

同

様
に

､

既
に

内
乱
対

処
と
の

政
治
的
軍
事
的
機
能
も

州
硝

㌶
笥
か

附
パ

㍍
絹

臥

耶
哨
純
絹

磨
醐
悶

調
川
如

(

1 1
)

易
･

外
交
通

信
の

円

滑
処
理

と
の

要
請
に

照
応
し

て

京

浜
間
に

架
設
が

決

定
さ

れ
た

｡

鉄
道
と

異
な

り

経
費
低
廉
だ
っ

た

事
か

ら

傾
調
に

建
設
さ

れ
､

(

12
)

三

年
三

月
に

ほ

応
じ

き

れ

ぬ

需

要
で

活
況
を

呈

し
､

こ

れ

を

背
景
に

三

年

(

13
)

半
頃
に

鉄
道
と

共
に

殖
興
政
策
の

一

環
に

定
置
さ

れ

て

い

っ

た
｡

三

年
五

月
に

は

電
信
の

短
時
で

の

海
外

連
絡
機
能
か

ら

東
京

･

長
崎
間
の

架
設
が

外
国
側
よ

り

提
議
さ

れ
､

翌
月
に

デ
ン

マ

ー

ク

資
本
の

当
線
架
設
語
意
が

起
こ

っ

た
｡

た

め
に

政
府
は

六

月
に

当
線
の

自
国
架
設
を

明
示
し

な

け
れ

(

14
)

ば

な

ら

な

く

な
っ

た

が
､

結
局
欧
州
の

技
術
者
と

機
械
の

到
着
遅
延
の

故

に

廃
藩
前
に

は

着
手
さ

れ
な

か

っ

た

(

『

帝
国
大
日

本
電

信

沿
革

史
』

二

四

九
頁
)

｡

以
上

の

鉄
道

･

電
信
が

い

わ

ば

純
粋
な

移
植
工

業
だ
っ

た

の

に

対
し
､

製
鉄

･

造

船
ほ

同
様
に

移
植
工

業
で

あ

り
つ

つ

も

幕
営
横
須
賀

･

長
崎
両

製
鉄
所
(

実
体
ほ

製
鉄
か

ら

機
械
製
造
ま

で

含
む

捻
合
援
械
工

場
)

の

継

承
と

の

形
を

と
っ

た
｡

ま

ず
横
須
賀
の

場
合

､

新
政
府
は

財
政
窮
乏

を

理

由
に

そ

れ

を

放
棄
し

ょ

う
と
し

た

が

(

『

昔
日

諾
』

二

六
六

頁
)

､

大
隈
は

仏
国
の

対

日

権
益
確
保
の

根
拠
で

あ

る

元

年
二

月
の

抵
当
権
設
定
に

｢

頗

る

危
険
+

を

看
取
し

､

そ
の

継
続
を

主

張
し
て

抵

当

権
を

解

除
し

た
｡

〈q
U

さ

ら
に

､

大
隈
ら
は

首
長
ウ

ェ

ル

ニ

ー

の

独

断
的
な

権
限
を

縮
小
し

て

経

戯
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営
主
導
権
を

掌
握
す
る

た

め

｢

製
鉄
所
起
立

原
案
+

の

修
正

を

仏
国
に

要

求
し

た
｡

そ
の

結
果

､

彼
を

完
全
指
揮
す

る

に

は

至
ら
な

か

っ

た
が

､

運

(

15
)

営
の

協
議
制
の

導
入
に

成
功
し

た
｡

か
か

る

体
制
下
で

､

廃
藩

置
県
以

前

に

錬

鉄
･

製
掟

･

鋳
造

諸
工

場
及
び

小

船
渠
が

建
設
さ

れ

た
｡

他
方

､

横

須
賀
に

此

し
て

小

規
模

･

低
能
力
で

し
か

も

経
営
不

振
の

長
崎
製
鉄
所
の

鯉
承
に

就
い

て

も
､

や

は

り

そ
こ

に

は

井
上

に

よ

る

新
政
府
説
得
が

あ
っ

た

(

『

世
外
井
上

公

伝
』

第
一

､

三

四

九

頁
)

｡

始
か

ら

意
欲
を

欠
く

政
府

は

資
金
投
入

を

回

避
し
た

に

も

拘
ら

ず
､

井
上
は

積
極
的
に

経
営
改
善
に

努
力
し

船
舶
修
理

･

鉄
橋
製
造
が

可
能
と

な

る

所
ま
で

回

復
せ

し

め
た

｡

小

菅
船
渠
の

二

年
当
所
併
合
も

､

大
隈

･

井
上
･

五

代
ら

を

中
心

と

す
る

ダ

ラ
バ

ー

商
会
よ

り

の

買
収
に

基

為
｡

こ

の

様
に

両

所
が

外

資
の

排

除
･

阻
止
を

英
機
に

顔
承
さ

れ

た

後
も

大
隈
ら
に

積
極
的
に

運
営
さ

れ

た

の

は
､

結
局
横
須
賀
は

後
に

出

盛
工

廠
に

転

化
す
る

と

ほ

言
え

､

未
だ

｢

諸
器
械

･

船
等
+

の

国
内
自
給
の

要
請
に

裏
打
せ

し

め
ら

れ

て

い

た
か

ら
で

あ

り
､

し
か

も

強
力
な

造
船

需
要
の

存
在
し
た

事
も

銘
記
さ

れ
ね

ば

な

ら

な
い

｡

幕
末
期
に

ほ

廃
山
同
様
(

『

明

治
工

業
史
』

鉱
山

篇
九

六

頁
)

だ
っ

た

鉱
山
で

は
､

は

じ

め

か

ら

大
隈
ら

推
進
の

賽
統

一

の

畑
地
確
保
の

必

要

に

基
づ

い

て

佐
渡

･

小

坂
等
金
銀
山
の

官
行
が

実
施
さ

れ
た

｡

こ

れ

は

絶

対

王

政
の

鉱
山

畑
鮨
が

貨
幣
制
度
面
で

の

外
圧

を

契
機
に

逸
早
く

明
確
化

さ

れ

た

と

皇
一

口

え
る

｡

か

か

る

官
行
過

程
で

鉱
山
は

単
な

る

貨
幣
素
材
の

(

20
)

供
給
汝
ば

か

り
で

な

く
｢

富
国
の

基
+

と

認
識
さ

れ
､

さ

ら
に

具
体
的
に

機
械
器
具

･

製
鉄
両

部
門
へ

の

原
料
供
給
部
門
と

し

て

も

把
握
さ

れ

て

ゆ

(

21
)

く
｡

然
し

､

以

後
八

年
頃
ま
で

依
然
と

し

て

金
銀

山
の

｢

開
採
討
検
+

が

重

点

推
進
さ

れ

て

ゆ

く

が
､

そ

れ
は

正

貨
蓄
積
の

財
政
的
必

要
に

基
因
す

3 0

る

と

同
時
に

重
工

業
の

未
発
展

･

需
要
の

未
開
拓
に

も

規
定
さ

れ

て

い

た

4

か

ら
で

あ

る
｡

以
上

､

工

業
面
殖
典
政
策
は

､

政
治
的
軍
事
的
英
機
と
い

う
よ

り

当
期

鉱
山
を

除
き

全
て

外
資
の

排
除

･

阻
止

を

直
接
契
機
に

大
隈
ら
に

早
急
に

着
手
さ

れ
､

し
か

も

当
然
な

が

ら

移
植
工

業
が

在
来
の

経
済
発
展
段
階
と

は

蔀
離
し

っ

つ

も
ー

応
は

各
々

が

個
別
具
体

的
な

内
的
要

請
に

裏
打
さ

れ

て

い

た
｡

既
に

三

年
間
十

月
に

は

民
蔵
分
離
へ

の

失
地

回

復
と

し

で

前
記
詔

部
門

を

専
管
す

る

エ

部
省
が

大
隈
ら

に

よ
っ

て

創
設
さ

れ

て

い

た
｡

こ

れ

ほ
､

ひ

と

ま

ず
排
除

･

阻
止
し

は

し

た

が

未
だ

脅
威
と

し

て

存
続
す
る

外
資

侵
略
へ

の

エ

業
面
対

応
策
の

統
一

的
な

推
進
機
構
の

成
立
を

意
味
す
る
｡

同
時
に

､

客
観
的
に

外
圧
対

抗
主
軸
ほ

エ

業
の

移
植
育
成
を

ほ
か

る

外
は

な

く
､

し

か

も

当
省
設

置
時
点
で

既
に

決
定
的
と

な
っ

て

い

た

通
商
司
政

策
の

失
敗
ほ

流
通
面
よ

り

生
産
面
で

の

外
圧

対

抗
策
の

重

要
性
を

よ

り
一

層
示
し

た

筈
で

あ

硝
､

故
に

エ

業
面
で

の

殖
興
政
策
の

推
進
が

当
省
創
設

に

よ
っ

て

本
格
化
し
て

ゆ

く

事
を

も

意
味
す
る

と

言
え

る
｡

大
隈
ら
が

エ

業
の

移
植

喜
成
を

｢

万

国
対

時
+

の

｢

本
+

･

崩
+

と

認

識
し
た

の

は

当
然
で

あ
っ

た
｡

さ
ら

に

こ

の

点
を

政
商
の

視
点
よ

り

み

れ
ば

､

大
隈
ら

が

彼
ら
の

産
業
資
本
転
化
を

他
律
的
に

促
し

た

所
で

､

創
業
期
リ

ス

ク

大

な
る

上

に

未
だ

低

蓄
積
の

彼
ら
が

範
噂
転
化
す
る

条
件
ほ

欠
如
し

て

い

た
｡

従
っ

て
､

工

部
省
殖
興
政
策
と

は
､

政
商
が

流
通
過
巷
収

奪
に

よ

り

貨
幣

元
本
蓄

積
を

行
う

問
に

､

政
府
が

機
械
工

業
を

軌
道
定
置
し

て

模
範
と

払

下

げ
に

よ
っ

て

政
商
の

産
業
資
本

転
化
を

促
進
す

る

も

の

だ
っ

た
｡

財
政

こ
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窮
迫
か

ら

当
然
な

が

ら

財
激
補
填
の

観
点
よ

り
一

部
の

高
収
益
部
門
は

重

視
さ
れ

て

は

ゆ

く

が
､

外
圧
に

対

抗
す
る

た

め

政

商
を

金
融
貿
易
資
本
と

し
て

育
成
す
る

よ

り

寧
ろ

産
業
資
本
に

転
化
さ

せ

る

事
が

第
一

義
だ

っ

た

が

故
に

､

政
商
の

流
通

面
で

の

新
蓄
積
基
盤
よ

り

範
疇
転
化
基
盤
の

提
供

と

し

て

既
に

こ

の

時
期
に

工

部
省
政
策
の

本
格
実
施
が

不

可
避
だ
っ

た

の

で

あ

る
｡

(

1
)

田

中

時

彦
『

明
治

鯉
新
の

政

局

と

鉄

道

建

設
』

九
二

頁
｡

『

日

本

国

有

鉄

道

百

年

史
』

五

〇

頁
｡

(

2
)

大

隈

は

未
だ

鉄

道
の

中
央
集

権

促
進

手

段
と

し

て

の

把

握

し
か

も

た

ぬ

(

大

隈

｢

鉄

道

創
業
と

経

営
法
+

『

日

本

の

鉄

道

論
』

一

五

頁
)
｡

(

3
)

『

大

日

本

外

交

文

書
』

二

巻
一

冊
｡

(

4
)

弾

正

台

-
『

鉄

道

史
』

上
､

二

六

頁
｡

前

原

-
『

昔
日

讃
』

四

〇
八

頁
･

『

百

年
史
』

七
二

頁
｡

猶
､

八

年
一

二

月

渋

沢

演

説

(

『

伊

藤
文

書
』

二

七
二

〔

国

会

図

書

館

憲
政

史
料

墓

所

蔵
〕

)

･

四

年
八

月

六
日

『

木
戸

日

記
』

第
二

も

参

麒
｡

(

5
)

元

年
七

月

六

日

付

木

戸

書

簡
､

『

木

戸
文

書
』

第
三

｡

も

し

ほ

草
(

石

井
満
『

日

本

鉄

道

創
設

史
話
』

､

一

〇

五

～
七

頁

所

収
)

｡

(

6
)

幕

府

職

制
改

革

案
､

『

淀
稲
葉
象

文

書
』

､

四

七

〇

頁
｡

二

年
三

月
プ

ラ

ン

ト

ン

意
見

書
､

『

大

日

本

外

交

文

書
』

二

巻
一

冊
､

五

七

六

頁
｡

三

年
一

月
谷

喝

卿
｢

上

駆

悪
金

以

火

輪
車
の

儀
+

､

『

大

隈

文

書
』

第
五

巻
｡

(

7
)

三

年
三

月
一

四

日

渋
沢

起

草
の

民

蔵
建

議

書
､

｢

大

蔵
省

沿

革

志
+

『

史

料

集

成
』

第
二

､

大

隈
指

令
で

同

年
四

月
二

六

日

作
成
の

前

島

｢

鉄

道

臆
測
+

『

大

隈

文

書
』

第
五

巻
｡

(

8
)

『

鍋

島
公
正

伝
』

六

編

(

四

〇
七

頁
)

を

も

参

照
｡

(

9
)

永

井

氏
は

､

同

様
に

鉄

道
の

内

的

要

請
へ

の

転

換
過

程
の

重

要

性

を

指

摘

す
る

が
､

そ

の

政

治
的

文

化

的

把

握
に

と

ど

ま

る

(

｢

殖

産
興

業
政

策
論
+

『

北

大

文

学

部
紀

要
』

一

〇

号
)

｡

(

1 0
)

慶
応
二

年
一

二

月

米
人
マ

ッ

ク
ゴ

ワ

ン

､

『

横

浜

市

史
』

第
三

巻
上

､

三

五

八

頁
｡

元

年
一

〇

月

仏
人
モ

ン

ブ

ラ

ン

､

『

五

代

伝
』

一

六
四

頁
｡

(

1 1
)

大

隈

-
『

昔
日

渾
』

､

四

〇
七

頁
｡

寺

島

-
『

逓
信

事

業
史
』

榔
､

八
三

頁
｡

(

1 2

こ

三

年
二

月
二

一

日

付
ク

ラ

レ

ン

ド

宛
パ

ー

ク

ス

書

簡

(

田

中

前

掲
書

､

三

六

六

頁
)

｡

(

1 3
)

渋

沢

前
掲

建
議
書

｡

(

1 4
)

『

日

本

外

交

文

書
』

四

巷
二

冊
､

九
五

九

頁
｡

(

1 5
)

『

横

須
賀
海

軍

船

廠

史
』

､

一

六

七

頁
｡

亀

掛

川

博

正

｢

戊

辰

戦

争
と

横

頚
賀
製

鉄
所
+

『

横
須

賀
博
物

館

研

究

報

告
』

一

三

号
｡

(

1 6
)

『

五

代

友

厚

伝
』

､

一

八

九

頁
｡

『

創

業

百

年
の

長
崎
造

船

所
』

､

一

二

二

頁
｡

(

1 7
)

二

年

三

月

付

副

島
宛

井
上

意

見

書
(

『

井

上

公

伝
』

第
一

､

二

五

九
頁
)

｡

小

林

正

彬

｢

官

営

造

船

所
の

経

営
+

『

経
済

学
』

七

二

も

参
照

｡

(

1 8
)

三

枝

博
音

『

技
術
史
』

五

三

頁
｡

脇
田

頼
三

､

金

幣

の

事
､

『

岩
倉
文

書
』

三

八

九

(

国

憲

所

蔵
)

｡

一

.･▲

(

1 9
こ

加

藤
前

掲

論
文

､

『

経
済
学

論

集
』

八

号
｡

庄

司

苦

之

加

｢

鉱

4 3
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山

官

収
と

資
本
の

蓄

積
+

『

自

由

民

権

期
の

研
究
』

第

四

巻
｡

(

2 0
)

三

年
大

島
高
任

｢

坑

草

案
新

設
に

関
す

る

意
見

書
+

『

明

治

前

日

本

鉱

業

技

術

発

達

史
』

三

四

六

頁
｡

猶
､

四

年

七

月

盛

岡

県
民

か

ら

も

同

様

な

趣
旨
の

意
見
書

が

提

出

(
『

大

隈

文

書
』

A

九

六

六
)

｡

(

2 1
)

四

年
一

月
二

九

日

付

大

隈

宛
コ

ワ

ニ

一

意

見

事

｢

坑

政

策
+

『

大

隈

文

書
』

第
五

､

九

八

頁
｡

(

2 2
)

新
保
前

端

書

(

二

〇
四

頁
)

を
も

参
照

｡

(

空

三

年
工

部
省
を

設

く
の

旨

『

大

隈
文

書
』

A

四
五

五
｡

エ

部

既

設

置

之

議
『

同
上

書
』

A

二
｡

外

圧

対

抗
の

エ

業
重

視

論
に

は

谷

前

掲

建

議
､

｢

襖

国

博

覧
会

参

同

紀
要
+

(

『

明

治

前
期
産

業

発

達

史

資

料
』

第

八

集
惚

､

八

四

頁
)

を

も

参
照

｡

小

括

以

上
の

検
討
よ

り
､

廃
膚
置
県
の

必

然
性
と

し

て

次
の

如
き

展
望
が

導

出
し

得
る

｡

即
ち

､

①
通

商
司
政
策
の

失
敗
が

明
ら
か

と

な
る
一

二

年
後
半

詔

期
よ

り

政
商
の

範
噂
転
化
基
盤
の

創
出
策
と

し

て

工

部
省
政
策
が

本
格
化

4

し

て

ゆ

き
､

そ

れ
が

主
要
な

規
定
因
と

な
っ

て

財
政
窮
迫
を

さ

ら
に

促
進

す
る

事
に

な

り
､

④
廃
藩
置
県
は

か

か

る

財
政
危
機
へ

の

対
処
さ

ら
に

は

工

部
省
政
策
を

主
軸
と

す
る

殖
興
政
策
の

一

層
の

拡
大

推
進
の

た

め
の

財

恋
確
保
を

主
導
契
機
に

必

然
化
し
て

ゆ

く
の

で

あ

る
｡

か

か

る

展
望
車
前
提
と

し
て

､

廃
藩
置
県
が

財
政
危
機
へ

の

対
処
と

し

て

必

然
化
す

る

過
超
及
び

こ

の

観
点
よ

り

殖
典
政
策
の

推
進
主
体
1
絶
対

主
義
官
僚
層
を

基
軸
視
座
に

設
定
し

た

廃
藩
置
県
に

至
る

政
治
過
程
の

考

察
に

裁
い

て

は

別
稿
を

予
定
し

て

い

る
｡

〔

付

記
〕

本

小

塙
の

作

成
に

あ
た

り

中

村
政

則
助

教

授

よ

り

憩
切
な

助

言

を

賜
っ

た
｡

記
し

て

謝
意
を

表

す
る

次

第
で

あ
る

｡

(

一

橋
大

学

大

学

院

博
士

課
程
)




